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電
波
利
用
保
護
旬
間

守
ろ
う
！
電
波
の
ル
ー
ル

　

総
務
省
で
は
、
6
月
1
日
か
ら
10

日
ま
で
を
「
電
波
利
用
保
護
旬
間
」

と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
放
送
、

携
帯
電
話
な
ど
身
近
な
も
の
か
ら
、

警
察
・
消
防
・
救
急
な
ど
市
民
の
生

活
に
欠
か
せ
な
い
電
波
の
利
用
を
保

護
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
安

全
で
豊
か
な
社
会
の
た
め
に
、
電
波

は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う
。

　

  

関
東
総
合
通
信
局

●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

☎
03
‐
５
５
６
２
‐
７
５
５
５

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

☎
03
‐
５
２
２
０
‐
５
６
９
０

●
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
相
談

☎
03
‐
５
２
２
０
‐
５
６
９
３

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
て
お
り
ま
す

　

毎
年
５
月
か
ら
8
月
に
か
け
て
、

東
京
タ
ワ
ー
の
テ
レ
ビ
の
電
波
を
受

信
し
て
い
る
地
域
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
教
育
テ
レ
ビ
の

３
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
画
面
が
「
し
ま
模

様
」
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
気
象
現
象
に
よ
っ
て
「
ス

ポ
ラ
デ
ィ
ッ
ク
Ｅ
層
」
と
呼
ば
れ
る

特
殊
な
電
離
層
が
日
本
海
上
空
に
突

発
的
に
発
生
し
、
普
段
は
届
く
こ
と

の
な
い
近
隣
諸
国
の
テ
レ
ビ
や
Ｆ
Ｍ

の
電
波
を
反
射
さ
せ
、
日
本
に
飛
ん

で
く
る
か
ら
で
す
。
こ
の
電
波
が
、

自
動
車
税
の
納
税
は

５
月
31
日
ま
で
に

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1
日
現

在
の
所
有
者
（
自
動
車
検
査
証
の
登

お
知
ら
せ
し
ま
す

み
ん
な
で
防
ご
う
土
砂

災
害

　

6
月
1
日
か
ら
30
日
は
「
土
砂
災

害
防
止
月
間
」
で
す
。（
６
月
1
日
か

ら
7
日
は
「
が
け
崩
れ
防
災
週
間
」

で
す
。）
土
砂
災
害
を
防
ぎ
、
明
る

い
家
庭
と
安
心
し
て
住
め
る
国
土
を

守
る
た
め
に
は
、
砂
防
工
事
だ
け
で

は
な
く
、「
自
分
の
身
は
自
分
で
守

る
」
と
い
う
意
識
を
し
っ
か
り
と
持

ち
、
そ
れ
が
実
践
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
も
大
切
で
す
。

●
こ
ん
な
と
き
は
注
意
し
ま
し
ょ
う

▼
土
石
流

・「
山
鳴
り
」
と
い
っ
て
、
山
全
体

　

が
う
な
っ
て
い
る
よ
う
な
音
が
す

　

る
と
き

・
川
の
流
れ
が
急
に
に
ご
っ
た
り
、

　

木
が
流
れ
て
き
た
と
き

・
雨
が
降
り
続
い
て
い
る
の
に
、
川

　

の
水
が
減
っ
て
い
る
と
き

▼
地
滑
り

・
地
面
に
ひ
び
割
れ
が
で
き
た
と
き

・
地
面
の
一
部
分
が
へ
こ
ん
だ
り
、

　

盛
り
上
が
っ
た
と
き

・
池
や
沼
の
水
の
量
が
急
に
変
わ
っ

　

た
と
き

・
井
戸
の
水
が
に
ご
っ
た
と
き

▼
が
け
崩
れ

・
が
け
か
ら
小
石
が
パ
ラ
パ
ラ
と
落

　

ち
て
き
た
と
き

・
が
け
に
割
れ
目
が
で
き
た
と
き

・
が
け
か
ら
水
が
わ
き
出
て
き
た
と

　

き

水
戸
地
方
法
務
局
か
ら

の
お
知
ら
せ

　

境
界
争
い
、
相
続
・
贈
与
・
売
買

な
ど
の
登
記
手
続
き
、
抵
当
権
の
抹

消
手
続
き
、
地
代
家
賃
の
供
託
手
続

き
、
戸
籍
の
届
出
方
法
、
成
年
後
見

制
度
、
サ
ラ
金
の
取
り
立
て
、
夫
婦
・

親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
、
近
隣
と

の
ト
ラ
ブ
ル
、
セ
ク
ハ
ラ
、
子
ど
も

の
い
じ
め
、
Ｄ
Ｖ
問
題
な
ど
に
つ
い

て
、
法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

①
電
話
相
談
時
間
の
延
長

　

電
話
に
よ
る
法
務
相
談
を
、
時
間

を
延
長
し
て
行
い
ま
す
。

▼
期
間
＝
6
月
1
日
㈭
〜
９
日
㈮

▼
延
長
時
間
＝
午
後
5
時
〜
６
時

石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）

健
康
被
害
者
の
皆
様
へ

　

石
綿
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
し

た
こ
と
に
よ
り
「
中
皮
腫
」
や
「
肺

が
ん
」
な
ど
を
発
症
し
、
平
成
13
年

3
月
26
日
以
前
に
死
亡
さ
れ
た
労
働

者
（
特
別
加
入
者
を
含
む
）
の
ご
遺

族
で
あ
っ
て
、
時
効
に
よ
り
労
災
保

険
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
給
付
を
受

け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
、「
特
別

遺
族
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

希
望
す
る
ご
遺
族
の
方
は
、
ご
相
談

の
上
、
請
求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
平
成
13
年
3
月
27
日
以
降

に
死
亡
さ
れ
た
労
働
者
の
ご
遺
族
に

つ
い
て
は
、
労
災
保
険
法
の
「
遺
族

補
償
給
付
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

5
年
を
経
過
す
る
と
時
効
が
完
成

し
、
受
給
権
が
消
滅
し
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
労
災
保
険
法
で
補
償
さ
れ
な
い
石

　

綿
に
よ
る
中
皮
腫
、
肺
が
ん
を
発

　

症
し
て
い
る
方
、
及
び
こ
の
法
律

　

前
に
こ
れ
ら
の
疾
病
を
発
症
し
、

　

死
亡
さ
れ
た
方
の
ご
遺
族
に
対
し
、

　

医
療
費
な
ど
の
「
救
済
給
付
」
が

　

支
給
さ
れ
ま
す
。
お
近
く
の
保
健

　

所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

茨
城
労
働
局
労
災
補
償
課

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
７

　

常
総
労
働
基
準
監
督
署

☎
22
‐
０
２
６
４

　

つ
く
ば
保
健
所

☎
０
２
９
‐
８
５
１
‐
９
２
８
７

個
人
事
業
税
は
便
利
な

口
座
振
替
で

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な
る
と
、

納
期
限
を
忘
れ
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
金

融
機
関
に
納
付
に
行
く
必
要
が
な
く

な
る
の
で
、
と
て
も
便
利
で
す
。
お

申
し
込
み
は
、
預
金
先
の
県
内
金
融

機
関
（
郵
便
局
を
除
く
）
に
お
届
け

印
を
お
持
ち
い
た
だ
け
れ
ば
す
ぐ
に

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

  

茨
城
県
土
浦
県
税
事
務
所
収
税

　

第
一
課

☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
０
５

●
相
談
受
付
電
話
番
号

☎
０
２
９
‐
２
２
７
‐
９
９
２
０

②
無
料
法
務
総
合
相
談
所
の
開
設

▼
日
時
＝
6
月
4
日
㈰　

午
前
10
時

　

〜
午
後
4
時
（
土
浦
会
場
の
受
け

　

付
け
は
午
後
３
時
ま
で
）

▼
会
場

・
土
浦
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
土

　

浦
市
大
和
町
９
‐
２
）

・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
「
サ
プ

　

ラ
」
２
階
多
目
的
ホ
ー
ル
（
龍
ヶ

　

崎
市
小
柴
５
‐
１
‐
２
）

・
道
の
駅
し
も
つ
ま
２
階
研
修
室　

　
（
下
妻
市
数
須
１
４
０
）

▼
料
金
＝
無
料

　

   

水
戸
地
方
法
務
局
総
務
課

☎
０
２
９
‐
２
２
７
‐
９
９
１
１

問

問問

問

１
、３
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
混
信
し
て
、

「
し
ま
模
様
」
に
な
り
、
数
分
か
ら

数
時
間
で
消
え
ま
す
。
自
然
現
象
に

よ
る
も
の
で
す
が
、
ご
理
解
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
障
害
は
、
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
を
ご
覧
に
な
る
こ
と
で
改

善
で
き
、
き
れ
い
な
画
面
で
テ
レ
ビ

を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

　

  

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
相
談
係

☎
０
５
７
０
‐
00
‐
３
４
３
４

平
成
18
年
度
調
理
師
試

験
の
お
知
ら
せ

▼
試
験
日
時
＝
8
月
9
日
㈬　

午
前

　

10
時
〜
正
午

▼
願
書
配
布
場
所
＝
県
内
各
保
健
所

▼
願
書
受
付
＝
6
月
29
日
㈭
、
30
日

　

㈮
の
2
日
間
県
内
各
保
健
所
で
受

　

け
付
け

　
  

つ
く
ば
保
健
所
衛
生
課

☎
０
２
９
‐
８
５
１
‐
９
２
８
７

録
名
義
人
）の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
県

税
事
務
所
ま
た
は
最
寄
り
の
金
融
機

関
か
ら
5
月
31
日
ま
で
に
必
ず
納
税

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
に
は
、
簡
単
で
便
利

な
口
座
振
替
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
込
日
の
翌
年
度
か
ら
口
座
振
替
が

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

  

茨
城
県
土
浦
県
税
事
務
所

☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
０
８

問

問

問

平
成
18
年
度
主
な
税
法
改
正
点（
平
成
17
年
分
）

住
民
税
均
等
割
に
つ
い
て

　

夫（
妻
）に
均
等
割
が
課
税
さ
れ

て
い
る
妻（
夫
）で
、
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
28
万
円
（
給
与
収
入

な
ら
93
万
円
）
を
超
え
た
場
合

〈
平
成
17
年
度
〉

　

均
等
割
額
２
千
円
（
内
訳
＝
市

　

町
村
民
税
１
千
５
０
０
円
、
県

　

民
税
５
０
０
円
）

　
　
　
　
　

⇦
改
正

〈
平
成
18
年
度
以
降
〉

　

均
等
割
額
４
千
円
（
内
訳
＝
市

　

町
村
民
税
3
千
円
、
県
民
税
１

　

千
円
）

※
均
等
割
と
は
…
地
方
行
政
の
経

　

費
を
、
広
く
市
民
の
方
に
負
担

　

し
て
い
た
だ
く
と
い
う
考
え
に

　

基
づ
く
も
の
で
、
全
国
一
律
で

　

定
額
で
す
。

住
民
税
定
率
減
税
額
の

縮
小
に
つ
い
て

〈
平
成
17
年
度
ま
で
〉

　

所
得
割
額
の
15
％
相
当
額
（
最

　

高
4
万
円
）⇦

改
正

〈
平
成
18
年
度
〉

　

所
得
割
額
の
7.5
％
相
当
額
（
最

　

高
2
万
円
）

※
定
率
減
税
と
は
…
納
税
す
る
金

　

額
の
う
ち
、
一
定
の
割
合
に
つ

　

い
て
減
税
す
る
制
度
で
す
。

65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て

●
老
年
者
控
除
が
廃
止

●
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
、

　

１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
対
す

　

る
非
課
税
措
置
が
廃
止

※
た
だ
し
、
平
成
18
・
19
年
度
は

　

軽
減
措
置
あ
り

●
公
的
年
金
等
控
除
額
が
変
更

例　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
額
が

　

１
４
０
万
円
に
対
す
る
所
得
の

　

計
算
方
法

〈
平
成
17
年
度
ま
で
〉

　

収
入
１
４
０
万
円
－
マ
イ
ナ
ス

公
的
年

　

金
等
控
除
額
１
４
０
万
円

　

＝
所
得
０
円

　
　
　
　
　

⇦
改
正

〈
平
成
18
年
度
以
降
〉

　

収
入
１
４
０
万
円
－
マ
イ
ナ
ス

公
的
年

　

金
等
控
除
額
１
２
０
万
円

　

＝
所
得
20
万
円

※
年
金
収
入
額
に
よ
り
、
控
除
額

　

は
変
わ
り
ま
す
。

　

  

市
伊
奈
庁
舎
税
務
課

　

☎
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
１
１
３
６
、１
１
３
７
）

問

－－


